
が ん 診 療 施 設 施 設 整 備 事 業 補 助 金 交 付 要 綱

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 知 事 は 、 医 療 施 設 に お け る 患 者 の 療 養 環 境 及 び 医 療 従 事 者 の 養 成 を 図 る

た め 、 が ん の 診 断 及 び 治 療 を 行 う 病 院 の 施 設 整 備 を 行 う 者 に 対 し 、 予 算 の 範 囲

内 で 補 助 金 を 交 付 す る も の と し 、 そ の 交 付 に 関 し て は 和 歌 山 県 補 助 金 等 交 付 規

則 （ 昭 和 ６ ２ 年 和 歌 山 県 規 則 第 ２ ８ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 及 び こ の 要 綱

に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 補 助 対 象 事 業 ）

第 ２ 条 補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 事 業 は 、 地 域 に お け る 医 療 及 び 介 護 の 総 合 的

な 確 保 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 元 年 法 律 第 ６ ４ 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 策 定 し た 和 歌 山 県 計 画 に 基 づ き 実 施 す る が ん 診 療 施 設 施 設 整 備 事 業 と す る 。

２ 補 助 事 業 を 実 施 で き る 者 は 、 次 に 掲 げ る 者 と す る 。

（ １ ） 日 本 赤 十 字 社

（ ２ ） 社 会 福 祉 法 人 恩 賜 財 団 済 生 会

（ ３ ） 全 国 厚 生 農 業 協 同 組 合 連 合 会

（ ４ ） 社 会 福 祉 法 人 北 海 道 社 会 事 業 協 会

（ ５ ） 医 療 法 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 ２ ０ ５ 号 ） 第 ７ 条 の 規 定 に 基 づ き 許 可 を 受 け

た 病 院 及 び 診 療 所 、 又 は 同 法 第 ８ 条 の 規 定 に 基 づ き 届 出 を し た 診 療 所 の 開

設 者 （ た だ し 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ 条 の ３ に 規 定

す る 地 方 公 共 団 体 及 び 地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 １ ５ 年 法 律 第 １ １ ８ 号 ）

第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 地 方 独 立 行 政 法 人 又 は 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 特 定

地 方 独 立 行 政 法 人 を 除 く 。 ）

（ 補 助 金 額 ）

第 ３ 条 補 助 金 の 交 付 額 は 、 次 に よ り 算 出 さ れ た 額 と す る 。 た だ し 、 算 出 さ れ た

額 に １ ， ０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た 場 合 は 、 こ れ を 切 り 捨 て る も の と す る 。

（ １ ） 別 表 １ に 定 め る 基 準 額 と 対 象 経 費 の 実 支 出 額 と を 比 較 し て 少 な い 方 の 額

を 選 定 す る 。

（ ２ ） 前 号 に よ り 選 定 さ れ た 額 と 総 事 業 費 か ら 寄 附 金 そ の 他 の 収 入 額 を 控 除 し

た 額 と を 比 較 し て 少 な い 方 の 額 に ３ 分 の １ を 乗 じ て 得 た 額 以 内 の 額

（ 交 付 申 請 書 の 添 付 書 類 の 様 式 等 ）

第 ４ 条 規 則 第 ４ 条 に 規 定 す る 補 助 金 等 交 付 申 請 書 に 添 付 す べ き 書 類 の 様 式 等 は 、

次 の 表 の と お り と す る 。

書 類 様 式 提 出 部 数 提 出 期 限

事 業 計 画 書 別 記 第 １ 号 様 式

経 費 所 要 額 調 別 記 第 ２ 号 様 式

補 助 対 象 工 事 の 工 事 設 計 図 ２ 部 別 途 通 知

及 び 工 事 仕 訳 書

歳 入 歳 出 予 算 書 の 抄 本

そ の 他 参 考 と な る べ き 資 料

（ 交 付 条 件 ）



第 ５ 条 規 則 第 ６ 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 に 付 す る 条 件 は 、 次 に 掲 げ る と お

り と す る 。

（ １ ） 次 に 掲 げ る 事 項 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 あ ら か じ め 知 事

の 承 認 を 受 け る こ と 。

ア 補 助 事 業 に 要 す る 経 費 の 配 分 の 変 更 （ 軽 微 な 変 更 を 除 く 。 ） を し よ う

と す る 場 合

イ 補 助 事 業 の 内 容 の 変 更 （ 軽 微 な 変 更 を 除 く 。 ） を し よ う と す る 場 合

ウ 補 助 事 業 を 中 止 し 、 又 は 廃 止 す る 場 合

（ ２ ） 補 助 事 業 が 予 定 の 期 間 内 に 完 了 し な い 場 合 又 は 当 該 補 助 事 業 の 遂 行 が 困

難 と な っ た 場 合 に は 、 速 や か に 知 事 に 報 告 し て そ の 指 示 を 受 け る こ と 。

（ ３ ） 補 助 事 業 に よ り 取 得 し 、 又 は 効 用 の 増 加 し た 不 動 産 及 び そ の 従 物 （ 以 下

「 財 産 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 補 助 金 等 に 係 る 予 算 の 執 行 の 適 正 化 に 関

す る 法 律 施 行 令 （ 昭 和 ３ ０ 年 政 令 第 ２ ５ ５ 号 ） 第 １ ４ 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 規

定 に よ り 知 事 が 別 に 定 め る 期 間 を 経 過 す る ま で 、 知 事 の 承 認 を 受 け な い で

こ の 補 助 金 の 交 付 の 目 的 に 反 し て 使 用 し 、 譲 渡 し 、 交 換 し 、 貸 し 付 け 、 又

は 担 保 に 供 し て は な ら な い 。

（ ４ ） 知 事 の 承 認 を 受 け て 財 産 を 処 分 す る こ と に よ り 収 入 が あ っ た 場 合 に は 、

そ の 収 入 の 全 部 又 は 一 部 を 県 に 納 付 さ せ る こ と が あ る 。

（ ５ ） 補 助 事 業 に よ り 取 得 し 、 又 は 効 用 の 増 加 し た 財 産 に つ い て は 、 補 助 事 業

完 了 後 に お い て も 、 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を も っ て 管 理 す る と と も に 、 そ の

効 率 的 な 運 用 を 図 ら な け れ ば な ら な い 。

（ ６ ） 補 助 事 業 に 係 る 収 入 及 び 支 出 を 明 ら か に し た 帳 簿 を 備 え 、 当 該 収 入 及 び

支 出 に つ い て 証 拠 書 類 を 整 理 し 、 当 該 帳 簿 及 び 証 拠 書 類 を 補 助 事 業 の 完 了

の 日 （ 補 助 事 業 の 中 止 又 は 廃 止 の 承 認 を 受 け た 場 合 に は 、 そ の 承 認 を 受 け

た 日 ） の 属 す る 年 度 の 終 了 後 ５ 年 間 保 管 し て お か な け れ ば な ら な い 。

（ ７ ） 補 助 事 業 を 行 う た め に 締 結 す る 契 約 に つ い て は 、 一 般 競 争 入 札 に 付 す る

な ど 県 が 行 う 契 約 手 続 の 取 扱 い に 準 拠 し な け れ ば な ら な い 。

（ ８ ） 補 助 事 業 を 行 う た め に 建 設 工 事 の 完 成 を 目 的 と し て 締 結 す る い か な る 契

約 に お い て も 、 契 約 の 相 手 方 が 当 該 工 事 を 一 括 し て 第 三 者 に 請 け 負 わ せ る

こ と を 承 諾 し て は な ら な い 。

（ ９ ） 補 助 事 業 完 了 後 に 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 申 告 に よ り こ の 補 助 金 に 係 る

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 仕 入 控 除 税 額 が 確 定 し た 場 合 は 、 別 記 第 ３ 号

様 式 に よ り 速 や か に 知 事 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

な お 、 補 助 事 業 を 実 施 す る 者 が 全 国 的 に 事 業 を 展 開 す る 組 織 の 一 支 部

（ 又 は 一 支 社 、 一 支 所 等 ） で あ っ て 、 自 ら 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 申 告 を

行 わ ず 、 本 部 （ 又 は 本 社 、 本 所 等 ） で 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 申 告 を 行 っ

て い る 場 合 は 、 本 部 の 課 税 売 上 割 合 等 の 申 告 内 容 に 基 づ き 報 告 を 行 う こ と 。

ま た 、 知 事 に 報 告 が あ っ た 場 合 に は 、 当 該 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る

仕 入 控 除 税 額 の 全 部 又 は 一 部 を 県 に 納 付 さ せ る こ と が あ る 。

（ １ ０ ） 補 助 事 業 者 は 、 こ の 補 助 金 の 交 付 と 対 象 経 費 を 重 複 し て 、 他 の 法 律 又 は

予 算 制 度 に 基 づ く 県 の 負 担 金 又 は 補 助 金 を 受 け て は な ら な い 。

（ 変 更 の 承 認 ）



第 ６ 条 前 条 第 １ 号 の 規 定 に よ り 知 事 の 承 認 を 受 け よ う と す る 場 合 に は 、 事 業 変

更 承 認 申 請 書 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 ） を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

（ 補 助 金 の 変 更 交 付 申 請 手 続 ）

第 ７ 条 こ の 補 助 金 の 交 付 決 定 後 の 事 情 の 変 更 に よ り 、 補 助 金 の 変 更 交 付 を 申 請

し よ う と す る 場 合 に は 、 変 更 交 付 申 請 書 （ 別 記 第 ５ 号 様 式 ） に 第 ４ 条 の 表 に 定

め る 様 式 等 を 添 付 し て 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 前

条 の 事 業 変 更 承 認 申 請 書 の 提 出 を 省 略 す る こ と が で き る 。

（ 交 付 決 定 前 着 手 の 届 出 ）

第 ８ 条 補 助 事 業 者 は 、 補 助 金 の 交 付 決 定 前 に 事 業 に 着 手 す る と き は 、 交 付 決 定

前 着 手 届 （ 別 記 第 ６ 号 様 式 ） を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

（ 状 況 報 告 の 様 式 ）

第 ９ 条 規 則 第 １ １ 条 の 規 定 に よ り 提 出 す る 状 況 報 告 の 様 式 は 、 別 記 第 ７ 号 様 式

に よ る も の と し 、 補 助 事 業 者 は 、 知 事 が 別 に 通 知 す る 日 ま で に こ れ を 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。

（ 実 績 報 告 書 の 添 付 書 類 の 様 式 等 ）

第 １ ０ 条 規 則 第 １ ３ 条 に 規 定 す る 実 績 報 告 書 に 添 付 す べ き 書 類 の 様 式 等 は 、 次

の 表 の と お り と し 、 事 業 の 完 了 の 日 か ら 起 算 し て ２ ５ 日 を 経 過 し た 日 （ 第 ５ 条

第 １ 号 ウ の 規 定 に よ り 補 助 事 業 の 中 止 又 は 廃 止 の 承 認 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該

承 認 通 知 を 受 理 し た 日 か ら 起 算 し て ２ ５ 日 を 経 過 し た 日 ） 又 は 翌 年 度 ４ 月 ５ 日

の い ず れ か 早 い 日 ま で に 、 知 事 に 提 出 す る も の と す る 。

書 類 様 式 提 出 部 数

事 業 実 績 報 告 書 別 記 第 ８ 号 様 式

経 費 所 要 額 精 算 書 別 記 第 ９ 号 様 式

事 業 に 係 る 歳 入 歳 出

決 算 書 （ 見 込 書 ） の 抄 本 ２ 部

補 助 事 業 完 成 後 の 建 物 の 全

景 及 び 補 助 対 象 事 業 の 概 要

を 示 す 写 真

契 約 書 の 写 し

補 助 事 業 完 了 後 の 建 物 の 構

造 概 要 及 び 平 面 図 （ 各 室 の

用 途 を 示 す こ と 。 ）

補 助 対 象 工 事 の 工 事 設 計 図

及 び 工 事 仕 訳 書

建 築 基 準 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法

律 第 ２ ０ １ 号 ） 第 ７ 条 第 ５

項 の 検 査 済 証 の 写 し

そ の 他 参 考 と な る べ き 資 料

（ 補 助 金 の 返 還 ）

第 １ １ 条 知 事 は 、 交 付 す べ き 補 助 金 の 額 を 確 定 し た 場 合 に お い て 、 既 に そ の 額

を 超 え る 補 助 金 が 交 付 さ れ て い る と き は 、 期 限 を 定 め て 、 そ の 超 え る 部 分 に つ

い て 補 助 事 業 者 に 対 し 返 還 す る こ と を 命 ず る も の と す る 。



（ そ の 他 ）

第 １ ２ 条 こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 補 助 金 の 交 付 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知

事 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ２ １ 年 度 の 補 助 金 か ら 適 用

す る 。

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ７ 年 ９ 月 ２ ８ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ２ ７ 年 度 の 補 助 金 か ら 適

用 す る 。

こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ３ 年 度 の 補 助 金 か ら 適 用 す る 。



別 表 １ （ 第 ３ 条 関 係 ）

基 準 額 対 象 経 費

次 に 掲 げ る 基 準 面 積 に 別 表 ２ に 定 め が ん 診 療 施 設 と し て 必 要 な 次 の 各

る 単 価 を 乗 じ た 額 と す る 。 部 門 の 新 築 、 増 改 築 に 要 す る 工 事 費

又 は 工 事 請 負 費

基 準 面 積 1,3 0 0㎡ (1 )診 療 棟

（ 診 察 室 、 検 査 室 、 エ ッ ク ス 線

室 、 手 術 室 、 が ん 治 療 室 等 ）

(2)が ん 専 用 病 棟

（ 病 室 、 診 察 室 、 処 置 室 、 記 録

室 、 患 者 食 堂 、 寝 具 倉 庫 、 バ ル

コ ニ ー 、 廊 下 、 便 所 等 ）

（ 注 ）

１ 過 去 に 同 一 事 業 に つ い て 補 助 を 受 け 、 現 に 使 用 し て い る と き は 、 基 準 面 積 か

ら 当 該 補 助 の 際 の 基 準 面 積 を 差 し 引 い た 面 積 を 基 準 面 積 と す る 。

２ 建 築 面 積 が 基 準 面 積 を 下 回 る と き は 、 当 該 建 築 面 積 を 基 準 面 積 と す る 。



別 表 ２ （ 第 ３ 条 関 係 ）

１ 平 方 メ ー ト ル 当 た り 単 価 表

種 目 等 構 造 別 単 価 （ 円 ）

鉄 筋 ｺﾝｸ ﾘ ｰ ﾄ １ ７ ２ ， ５ ０ ０

病 棟

ブ ロ ッ ク １ ５ ０ ， ３ ０ ０

鉄 筋 ｺﾝｸ ﾘ ｰ ﾄ １ ９ ２ ， ８ ０ ０

診 療 棟

ブ ロ ッ ク １ ６ ８ ， ５ ０ ０

（ 注 ） 上 記 基 準 単 価 は 、 新 築 及 び 増 改 築 事 業 に お け る 基 準 額 算 定 の 限 度 と な

る 単 価 で あ り 、 建 築 単 価 が 基 準 単 価 を 下 回 る と き は 、 当 該 建 築 単 価 を 基

準 単 価 と す る 。


